[bookmark: _Hlk222404241]多治見市史編さん委員会設置要綱
（設置）
第１条　多治見市史の編さんに係る事業の円滑な実施のため、多治見市史編さん委員会（以下「編さん委員会」という。）を設置する。	Comment by 馬込 けい子: *編さん委員会、編集部会の所掌事務はそれぞれ§２、§５で書きます。§１では大きな捉えとして、設置目的を書きました。	Comment by 馬込 けい子: *「市史」の略称は、§２で書きます。
※委員会名と重なることを防ぐため。	Comment by 馬込 けい子: *例規では「委員会」と略すことが多いですが、文化財センターさんのご判断にお任せします。
（編集部会もあるため、書きたいという気持ちもわかります）
　（所掌事務）	Comment by 馬込 けい子: *§２に所掌事務を置く。
第２条　編さん委員会は、多治見市史（以下「市史」という。）の編さんの基本方針、事業計画の策定その他市史編さんに関する基本的事項について審議する。
（組織）
第３条　編さん委員会は、委員９人以内をもって組織する。
２　編さん委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長をもって充て、副委員長は副教育長をもって充てる。
３　委員長及び副委員長以外の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(１)　文化財審議会委員
(２)　学識経験者
(３)　教育、文化、産業、地域振興等に関係する団体に所属する者
(４)　市職員
４　委員の任期は、市史の編さんに係る事業の終了の日までとする。
（委員長及び副委員長）
第４条　委員長は、会務を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
（会議）
第５条　編さん委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
２　編さん委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
３　議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
４　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、編さん委員会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
（編集部会）
第６条　編さん委員会内に、市史の編さんに係る資料の調査及び収集、執筆並びに編集を行うため、編集部会を置く。
[bookmark: _Hlk212723174]２　編集部会は、編集部員17人以内をもって組織する。
３　編集部員は、市史編さんに関連する事項についての知識及び経験を持つ者のうちから、教育委員会が委嘱する。
４　編集部会に部会長及び副部会長を置く。	Comment by 馬込 けい子: *「部会長」「副部会長」としました。
※「会長」「編集部会長」…使いやすいものでよいと思います。
５　部会長は、第３条第３項の委員のうちから委員長が選任する。
６　副部会長は、編集部員の互選により定める。
７　編集部員の任期は、２年とする。ただし、補欠編集部員の任期は、前任編集部員の残任期間とする。
８　編集部会は、必要に応じ会議を開き、部会長が議長となる。	Comment by 馬込 けい子: *部会長は、編集部会での議事をつかさどるものとします。（簡単な会の決まりは決めることはできます）ただ、編さん委員会と編集部会が一体で動けるよう、会の運営についての決定権は委員会・編集部会ともに委員長の裁量とします。
９　編集部会は、必要に応じ編集状況等を編さん委員会に報告するものとする。
（庶務）
第７条　編さん委員会の庶務は、文化財保護センターにおいて行う。	Comment by 馬込 けい子: *編集部会も含みます。
（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、編さん委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。	Comment by 馬込 けい子: *編集部会も含みます。
附　則
この要綱は、令和８年４月1日から施行する。

